
 

 

議案第７８号 

   財産の処分について 

 次のとおり町有財産を処分することとする。 

  令和５年１０月２３日提出 

                      山都町長 梅 田  穰 

 

１ 処分する財産  旧国民宿舎通潤山荘 

２．物 件 の 所 在  山都町長原字西谷１７４－３外 

          別表（財産の概要）のとおり   

３．処分対象物件  土地、建物 

          別表（財産の概要）のとおり 

４．売却予定価格  １６６，３００，０００円 

          土地（温泉含む） ４４，２００，０００円 

          建物      １２２，１００，０００円 

５．契約の相手方  東京都千代田区飯田橋一丁目３番２号 

エネルギープロダクト株式会社 

代表取締役 丸 山 一 孝 

６．契 約 の 方 法  随意契約 

 

（提案理由） 

 町有財産を処分するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（平成１７年山都町条例第５５号）第３条の規定により、議

会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由です。 

 

 

 

 



 

 

別表（財産の概要） 

項 目 項目（内訳等） 
面積 

（㎡） 

価格 

（税抜・円） 

消費税及び

地方消費税

（円） 

価格 

（税込・円） 

土 地 

 

山都町長原字西谷174-3 

山都町長原字西谷192-1 

山都町長原字西谷192-5 

山都町長原字西谷192-6 

山都町長原字西谷203 

山都町下市字石原ノ下187-2 

山都町下市字石原ノ下187-3 

山都町下市字松出215-2 

計  

 

2,408.87 

4,222.12 

2,062.07 

190.48 

75.20 

20.40 

239.61 

8.58 

9,227.33 

42,000,000 － 42,000,000 

建 物 

 

旧国民宿舎通潤山荘 

種  類 旅館 

延床面積 4,444.7050 ㎡ 

建築年月日 

平成 14 年 2 月 27 日 

 

 

111,000,000 11,100,000 122,100,000 

温泉権 

 

 

温泉権 

 

 2,000,000 200,000 2,200,000 

 

合  計 

 

 

 
155,000,000 11,300,000 166,300,000 

 



資料１
仮契約書（１）



資料２
仮契約書（２）



資料３
仮契約書（３）



資料４
仮契約書（４）



資料５
仮契約書（５）



資料６
売却予定地平面図（１）



資料７
売却予定地平面図（２）



① 施設正面 ②１F 正面ロビー

③１F レストラン ④１F 大浴場

⑤１F 露天風呂 ⑥１F 風呂脱衣所

資料８
施設現況写真（１）



⑦2F 客室（洋室） ⑧2F 客室（和室）

⑨4F 大会議室 ⑩4F 小会議室

⑪4F 研修娯楽室 ⑫ 駐車場（施設正面）

資料９
施設現況写真（２）



⑬ 駐車場（露天風呂側） ⑭ 泉源地

⑮ 泉源地 ⑯ 泉源制御盤

資料１０
施設現況写真（３）



令和 5 年 10 月 23 日 

 

旧国民宿舎通潤山荘の土地・建物等売却に係る経過報告 

 

（経過と今後の予定） 

 

7 月 11 日    臨時議会にて公募型プロポーザルのスケジュールについて説明 

   24 日    公募型プロポーザル方式による町有財産売却について募集を開始 

8 月 1 日～２５日 

   質問書の受付（随時回答） 

8 月 17 日及び 18 日 

現地見学会 4 社参加 

8 月 31 日    参加希望表明書提出期限 （3 社提出（１社はグループ申請）） 

9 月 15 日    参加申込書提出期限 （2 社提出） 

9 月 15 日    辞退届提出期限 （1 社提出） 

10 月 3 日    選定委員会開催（企画提案に係るプレゼンテーション等を実施） 

選定委員会より審査結果を報告（選定委員 7 名中全員出席） 

売却候補者を決定 

10 月 12 日   町有財産売買仮契約書締結 

10 月 23 日   令和 5 年第 6 回臨時議会へ財産処分に係る議案を提出 

 

 

（議決後のスケジュール） 

１ 売買代金の納入 

・議会の議決後に本契約となり、40 日以内に売買代金を納入。 

２ 所有権の移転及び引渡し 

・売買物件の所有権は売買代金完納後に移転するものとし、所有権が移転したときに、 

現状有姿のまま引き渡す。 

３ 所有権移転登記手続き 

・所有権移転登記及び買戻し特約に係る登記手続きを同時に町において行う。ただし、 

所有権の移転登記等に要する一切の費用は、買受者の負担とする。 

 

 

以上 

資料１１
経過報告
今後のスケジュール


